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2025 年度第 31 回取締役会議事録 
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 2025 年度第 31 回取締役会議事録 
 

１. 日 時 : 2025 年８月 26 日(火) 8:00 ～ 8:20 

２. 場 所 : 韓国投資証券 ９階 会議室 

３. 総 取締 役 数 : ８人 

４. 出席取締役数 : ８人 

５. 会 議 結 果 

 

決議番号 第１号 提案者: 経営企画本部長 キム・ヨンウ 所管部署:企画室 

 

件 名: 有償増資承認の件 

 

経過要領: 別添参照 

 

議決結果: 全員賛成、原案可決 

 

反対役員およびその理由: なし 
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上記の結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役が記名
捺印する。 

 

 

2025年８月 26 日 

 

 

議長 会 長 金 楠玖 (印) 

 代表取締役 社 長 金 成煥 (印) 

 その他非常務取締役 呉 泰均 (印) 

 社 外 取 締 役 李 星圭 (印) 

 社 外 取 締 役 崔 穗美 (印) 

 社 外 取 締 役 池 永朝 (印) 

 社 外 取 締 役 白 永宰 (印) 

 社 外 取 締 役 ユン・ジェソン (印) 
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2025 年度第 31 回取締役会議事日誌 
 

□日 時:2025年８月 26日(火)8:00 ～ 8:20 

 

□場  所:韓国投資証券 ９階 会議室 

 

□出席取締役:会長 金 楠玖、代表取締役社長 金 成煥、その他非常務取締役 呉 泰均、

社外取締役 李 星圭、崔 穗美、池 永朝、白 永宰、ユン・ジェソン 

 

順序 議案 提案・報告者 所管部署 審議結果 

１ 議長が出席取締役８人を確認して開会を宣言(8:00) 

２ 

１つの議案が提案され、提案された議案について審議に入る。 

有償増資承認の件 
経営企画本部長 

キム・ヨンウ 
企画室 

全員賛成 

原案可決 

３ 議長が議案審議終了を確認して閉会を宣言(8:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年８月 26 日（火） 
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取締役会決議事項 
 

2025年度第 31回取締役会 決議根拠 所管部署 

決議番号 第１号 取締役会規程 

第８条第２項第１号 
(資本金および株式に関する事項) 

企画室 
2026年８月 26日 

 

１. 件名:有償増資承認の件 

 

２. 提案理由: 取締役会規程第８条第２項第１号に基づいて、当社の自己資本

を充実させることにより、財務構造を改善するために、新株を発

行することに対して取締役会の承認を受けるため 

 

３. 主要内容 

□有償増資の主要内容 

区分 内容 

新株の種類 記名式普通株式（額面価額 5,000 ウォン） 

新株発行方法 株主割当 

新株割当基準日 2025 年９月 10 日 

有償増資総額 90,000,000,000 ウォン 

新株発行価額 50,000,000 ウォン 

新株発行株式数 18,000 株 

*算定根拠：自主決定 

[新株発行価額の算定] 

-上場法人：申込日前３営業日から５営業日までの加重平均株価を基準株価として割引率を適用

(株主割当方式及び株主優先公募方式の場合は別途の規定はない。) 

-非上場法人：別途の規定ない。 

新株申込日 2025 年９月 26 日 

払込期日 2025 年９月 29 日 

払込を受ける金融機

関および支払場所 
ＩＢＫ企業銀行汝矣島中央支店 

次頁に続く 
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３. 主要内容(続き) 

有償増資の主要内容 

区分 内容 

引受方法 

2025 年９月 10 日現在の株主に対し、所有株式比率に応じて

割当て、引受させる。失権株および端株については別途の取

締役会決議により処理する。 

証券申告書の提出の要否および

免除の理由 

発行直後から 1 年間の転売制限措置(保護預託)により申告書

提出を免除 

[証券の発行および開示等に関する規定] 

第２-２条(証券の募集とみなす転売の基準) 

② 第 1 項にかかわらず、証券を発行するにあたって、次の各号のいずれかに該当する場合には、

第 1 項による転売基準に該当しないものとみなす。 

1. 証券を発行した後、遅滞なく韓国預託決済院に電子登録は預または預託し、その電子登録

の日または預託の日から１年間、当該証券を引出し、または売却しない旨の契約を預託決済

院と締結した後、その契約を履行する場合 

 
□自己資本変動の内訳 

(単位：株、ウォン) 

区分 増資前 有償増資 増資後 

株式数 35,183,340 18,000 35,201,340 

資本金 175,916,700,000 90,000,000 176,006,700,000 

資本合計 1 10,521,591,359,345 900,000,000,000 11,421,591,359,345 

1. 資本合計は 2025 年度６月末の個別財務書類基準 

 

4. 措置事項:有償増資関連開示および主要事項を金融監督院に報告 

 

5. 添付書類:なし 

以上 

 

 


	2025年度第31回取締役会議事録
	2025年度第31回取締役会議事録

